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第１章 市の概要

１．概要
中間市は、福岡県の北部に位置し、東は北九州市、南は直方市、西

は鞍手郡、北は遠賀郡に接し、市の中央を遠賀川が貫流しています。

明治の末から昭和の初めにかけて炭鉱町としての基礎を築き、大正

11年に町制を施行、戦後の石炭産業の隆盛に伴い人口も増加、昭和33

年に市制を施行しました。

エネルギー革命により人口が激減しましたが、北九州市の衛星都市

として積極的な住宅政策が実を結び、そうしたなかで、本市が自立す

るばかりではなく、市民との協働により、市民が「住んでよかった。

子どもを生み育ててよかった。」と安心できるまちを創造するために、

新たな課題の克服に向けた施策を展開しています。

２．市制
昭和33年11月1日 施行

３．面積
15.96k㎡

（東西6.98㎞ 南北4.45㎞）

４．市章
中間市（ナカマ）の3文字を組み合わせて図案化したもので、

下部の がナ、上部の がカ、中央がマを表しています。（ ）

５．市の花木
市の花 パンジー・コスモス

市の木 クス・クロガネモチ

市の公式キャラクター「なかっぱ」
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①人口と世帯の推移

国勢調査 世帯数 人口密度 世帯人口

年　　次 （世帯） 総数 男 女 (人/k㎡) （人/世帯）

昭和35年 9,143 42,418 21,013 21,405 2,691 4.64 

昭和40年 8,370 33,784 16,156 17,628 2,144 4.04 

昭和45年 9,219 33,734 15,975 17,759 2,140 3.66 

昭和50年 12,455 43,145 20,609 22,536 2,674 3.46 

昭和55年 14,716 48,647 23,308 25,339 3,093 3.31 

昭和60年 15,657 50,294 24,010 26,284 3,157 3.21 

平成２年 16,149 49,216 23,232 25,984 3,080 3.05 

平成７年 16,924 49,353 23,182 26,171 3,088 2.92 

平成12年 17,576 48,036 22,343 25,693 3,006 2.73 

平成17年 17,880 46,560 21,555 25,005 2,914 2.60 

平成22年 17,801 44,210 20,428 23,782 2,766 2.48 

平成27年 17,414 41,796 19,371 22,425 2,618 2.40 

令和２年 17,369 40,362 18,961 21,401 2,529 2.32 

②年齢3区分別人口（令和2年国勢調査）

人　口

割　合

６．人口と世帯

人口（人）

年少人口 生産年齢人口 老年人口

（0～14歳） （15～64歳） （65歳以上）

4,405 人 20,583 人 15,106 人 
11.0 ％ 51.3 ％ 37.7 ％ 

注）小数点第2位以下で四捨五入を行っているため、合計値が100%にならない場合があります。

７．産業形態（令和2年国勢調査）

第１次 132 人 0.8 ％ 
第２次 4,597 人 29.6 ％ 
第３次 10,326 人 66.4 ％ 

分類不能 493 人 3.2 ％ 
注）小数点第2位以下で四捨五入を行っているため、合計値が100%にならない場合があります。

区　分
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第２章 議 会
１．議員数
①定数

条 例 定 数 16人（平成29年7月 19人→17人 令和3年7月 17人→16人）

現 員 数 16人（任期：令和3年7月14日～令和7年7月13日）

②年齢別 （令和5年4月1日現在）

最年少 31歳 最年長 76歳 平均年齢 62歳

③当選回数別 （人）

④党派別・会派別 （人）

年 齢 30～39 40～49 50～59 60～69 70～79

人 員 2 1 2 3 8

年 齢 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期

人 員 3 4 1 2 2 2 0 0 2

党派別

会派別

立

憲

民

主

党

公

明

党

日

本

維

新

の

会

日

本

共

産

党

無

所

属

計

公 明 党 3 3

新 風 ク ラ ブ 2 2

創 希 改 2 2

中 間 ク ラ ブ 2 2

日 本 共 産 党 2 2

明 政 ク ラ ブ 2 2

勝 友 会 1 1

日本維新の会 1 1

福 祉 ク ラ ブ 1 1

計 1 3 1 2 9 16
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２．議会事務局
定数 6人

実数 5人 局長 次長 議事調査係 係長1名、係員2名

３．常任委員会

委 員 会 名 定数 所 管 事 項

総合政策委員会 6人

総務部、教育委員会、議会事務局、監査

委員事務局、選挙管理委員会事務局及び

会計課の所管に属する事項、並びに他の

常任委員会の所管に属さない事項

市民厚生委員会 5人
市民部及び保健福祉部の所管に属する事

項

産業消防委員会 5人

建設産業部、農業委員会事務局、環境上

下水道部及び消防本部の所管に属する事

項
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４．議会運営委員会の決定事項

議運委員の選出方法

・２人～４人の会派 １人

・５人～７人の会派 ２人

・８人～１１人の会派 ３人

・１２人以上の会派 ４人

・常任委員会の委員長 １人

議運委員を出せていない会派

・１名を傍聴として出席させることができる。

会派調整

・議会運営委員会は、各会派の連絡調整を行い議会の円滑なる運営を

図ることを目的とし、委員は、委員会における決定事項を自己の会

派所属議員に伝達し、その調整に当るものとする。

本会議開会

・議会運営委員会の内容の会派消化は、前日か遅くとも本会議開会時

刻までに行い、本会議の定刻開会に協力する。

招集の為の協議

・議会運営委員会の委員長は、委員会を開くときは、あらかじめ議長

に協議する。

副議長の出席

・委員外議員として常時出席することとする。

委員欠席の場合

・委員外議員として代理出席の希望があればこれを許可する。

委員外議員

・委員外議員は討論及び採決に加わることができない。

議会開催日

・議会運営委員会は、議会招集予定日が確定した時点で開催し、先ず

日程を決める。

・議会運営委員会は、原則として議会招集日の３日前（休日を除く）

にも開催し、付議事件等の取り扱いを決める。
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請願・意見書・決議の受付

・招集３日前の議会運営委員会開催日の、更に３日前の午後５時15分

までとする。

緊急を要するものはその都度協議する。

一般質問

・一般質問は会期第２日の冒頭に行う。

・受付の締切は、招集３日前の議会運営委員会開催日の、更に３日前

の午後５時15分とする。

また、その一週間前に質問通告書を送付する。

・順番は先着順とする。

当日の午前８時30分から受付し、８時30分時点で２人以上の場合は

くじ引きとする。

ただし、くじ引きは議員本人に限る。

・質問時間は、答弁を含み１人40分以内とする。

再質問の制限は、なし。

予算・決算の審査

・各常任委員会に分割付託する。

各常任委員会における採決

・態度保留した者に「退室を命じる」旨、事前に宣告する。

これに従った場合は、退席委員は採決にカウントしない。

退室に従わない場合は出席委員として扱い、「表決しない者は否決と

みなす」ことを事前に宣告し、反対の意思表示とみなす。

表決

・委員会の報告が否決のときは、原案について諮る。

・一括議題としたとき、質疑は一括とし、討論及び採決は、それぞれ

の議案ごとに行う。

・執行機関提案の人事同意案件については、議会運営システムの記名

採決機能（以下「記名採決機能」という。）を使用して行う。

・採決は、簡易採決又は記名採決機能を使用して行う。
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反問権

・質問の背景、根拠など不明な点を問い返すことで、論点、争点を明

確にし、議論を深めるため、執行機関に対し、本会議及び委員会に

おいて反問権を認めることとする。

・反問権を認める者は、本会議にあっては市長、副市長、教育長、環

境上下水道部長、消防長とし、委員会にあっては会議に出席するす

べての議事説明員とする。

・本会議の一般質問において、反問及び反問に対する答弁時間は、質

問時間に含めないこととする。

・反問を行う者は、反問を行うに当たり、本会議においては議長、委

員会においては委員長の許可を得なければならない。この場合にお

いて、反問を行う者は、反問を終了するときは、反問を終了する旨

の申し出を議長又は委員長にしなければならない。

・反問権を認める者が事故あるとき、又は欠けたときは、それぞれの

職における職務代理に当たる者に反問権を認める。

情報通信機器の使用

・本会議及び委員会において議長に事前に届出を行った場合に限り、

パーソナルコンピュータ、タブレット端末、スマートフォン及び携

帯電話を使用することができる。ただし、次の事項を遵守しなけれ

ばならない。

※音声や操作音を発するなど会議の運営上支障となる行為を行わな

いこと。

※当該会議の目的外の用途に使用しないこと。

※会議の写真の撮影や音声の録音を行わないこと。

※個人情報その他市議会及び市において公開されていない情報を公開

しないこと。

※審議、審査中の情報を外部に発信しないこと。

※ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）や掲示板などへの

投稿をしないこと。

インターネット配信

・会議の音声及び映像はインターネットで生配信及び録画配信を行う

ものとする。

儀礼

・現職議員の逝去に対し、直近の議会で追悼を行う。
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６．議会開催状況（令和4年1月～令和4年12月）
① 本 会 議

会期日数 開催日数

1 1

24 5

15 3

24 4

1 1

15 3

80 17

開催日数

12

13

12

15

区　　　　　分 令和4年度 令和5年度

報 酬 70,697 70,728
給 料 22,958 21,570
職 員 手 当 等 32,630 32,216
共 済 費 29,765 29,269
旅 費 3,874 3,751
交 際 費 250 250
需 用 費 1,565 1,808
役 務 費 110 101
委 託 費 605 0
使 用 料 及 び 賃 借 料 199 211
負担金補助及び交付金 495 520
公 課 費 35 0

計 163,183 160,424

会　　　期

第1回臨時会 1月14日

第2回定例会 3月1日～3月24日

第3回定例会 6月14日～6月28日

第4回定例会 8月30日～9月22日

第5回臨時会 11月1日

第6回定例会 11月29日～12月13日

計

② 委 員 会　（令和4年1月～令和4年12月）

委　員　会　名

総 合 政 策 委 員 会

市 民 厚 生 委 員 会

産 業 消 防 委 員 会

議 会 運 営 委 員 会

５．議会費予算
（単位：千円）
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７．付議事件（令和4年）

１月 ３月 ６月 ９月 11月 １２月

臨 時 定 例 定 例 定 例 臨 時 定 例

0 0 0 0 0 0 0

条　例 0 6 3 6 0 15 30

予　算 1 14 2 2 2 2 23

決　算 0 0 0 9 0 0 9

契　約 0 0 0 0 0 0 0

専　決 1 2 7 0 4 0 14

同　意 0 0 2 0 0 4 6

諮　問 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 2 1 0 1 2 6

計 2 24 15 17 7 23 88

条　例 0 1 0 1 0 0 2

規　則 0 0 0 0 0 0 0

意見書 0 4 4 4 0 4 16

決　議 0 1 0 0 0 1 2

その他 0 0 0 0 0 0 0

計 0 6 4 5 0 5 20

0設備 0 0 0 0 0 0

本会議名

種 類 別

選　挙

請　願

計

議
員
提
出
議
案

市
長
提
出
議
案
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８．議員報酬等
①報酬（平成29年4月1日施行） （参考：三役の報酬 平成25年4月1日施行）

②期末手当

③費用弁償

出 席 手 当 等 な し

行政視察旅費

常任委員会 ：国内２泊３日、130,000円／人 以内

議会運営委員会等：国内１泊２日、 70,000円／人 以内

９．政務活動費（平成19年５月１日に廃止）

なお、廃止以前（政務調査費）は、

交付対象 会派（１人会派も含む）

交 付 額 月額20,000円／人 年額24万円を四半期毎に交付

10．会議録
・本会議の会議録は、音声認識システムでテキスト化し、業者に製本委

託（談話室、各会派室、情報公開コーナーに備え付け）している。

・平成25年第２回定例会（６月）から、インターネット上（YouTube）

で本会議等の録画中継の配信を行っている。

・令和4年第４回定例会（９月）から、インターネット上（YouTube）で

本会議の生中継の配信を行っている。

11．議会公報
昭和52年１月から、年４回（平均10ページ，Ａ４版）議会だよりを発行

事務局で案を作成し、編集委員会で承認

議 長 423,000円 市 長 888,000円

副議長 381,000円 副市長 724,000円

常任委員長 364,000円 教育長 646,000円

常任副委員長 360,000円

議 員 355,000円

支給月 6月 12月

支 給 率
142.5 152.5

100 100
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第３章　行財政

１．令和５年度一般会計予算
① 歳 入

区 分 金　額（千円） 構成比（％）

市 税 3,999,733 22.2%
地 方 譲 与 税 113,162 0.6%
利 子 割 交 付 金 2,557 0.0%
配 当 割 交 付 金 19,440 0.1%
株式等譲渡所得割交付金 12,671 0.1%
法 人 事 業 税 交 付 金 58,425 0.3%
地 方 消 費 税 交 付 金 933,397 5.2%
環 境 性 能 割 交 付 金 17,864 0.1%
地 方 特 例 交 付 金 33,663 0.2%
地 方 交 付 税 5,345,833 29.7%
交通安全対策特別交付金 9,000 0.0%
分 担 金 及 び 負 担 金 34,453 0.2%
使 用 料 及 び 手 数 料 176,993 1.0%
国 庫 支 出 金 3,596,537 20.0%
県 支 出 金 1,447,990 8.0%
財 産 収 入 58,859 0.3%
寄 附 金 601,001 3.3%
繰 入 金 3,002 0.0%
繰 越 金 722,839 4.0%
諸 収 入 285,857 1.6%
市 債 532,414 3.0%
歳 入 合 計 18,005,690 100.0%
注）小数点第2位以下で四捨五入を行っているため、合計値が100%にならない場合があります。
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　区　　　　　分　 金　額（千円） 構成比（％）

議 会 費 160,424 0.9%
総 務 費 3,163,781 17.6%
民 生 費 8,998,129 50.0%
衛 生 費 1,093,776 6.1%
労 働 費 5,456 0.0%
農 林 水 産 業 費 79,429 0.4%
商 工 費 96,212 0.5%
土 木 費 1,368,558 7.6%
消 防 費 528,259 2.9%
教 育 費 1,261,502 7.0%
災 害 復 旧 費 1,000 0.0%
公 債 費 1,199,164 6.7%
予 備 費 50,000 0.3%
歳 出 合 計 18,005,690 100.0%
注）小数点第2位以下で四捨五入を行っているため、合計値が100%にならない場合があります。

　区　　　　　分　 金　額（千円） 構成比（％）

扶 助 費 5,818,500 32.3%
人 件 費 3,156,460 17.5%
公 債 費 1,199,164 6.7%
普 通 建 設 事 業 670,467 3.7%
災 害 復 旧 事 業 1,000 0.0%
繰 出 金 2,406,290 13.4%
補 助 費 等 1,846,898 10.3%
物 件 費 1,713,742 9.5%
積 立 金 985,108 5.5%
維 持 補 修 費 127,025 0.7%
予 備 費 50,000 0.3%
貸 付 金 31,036 0.2%
歳 出 合 計 18,005,690 100.0%
注）小数点第2位以下で四捨五入を行っているため、合計値が100%にならない場合があります。

②-1 歳 出 （ 目 的 別 ）

②-2 歳 出 （ 性 質 別 ）
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③ 財 政 指 数 （令和3年度決算）

（千円）

（千円）

％

％

％

　区　　　　　分　

基 準 財 政 収 入 額 3,798,011
基 準 財 政 需 要 額 8,618,318
財 政 力 指 数 0.451
実 質 公 債 費 比 率 3.8
実 質 収 支 比 率 10.1
経 常 収 支 比 率 83.5

　区　　　　　分　 予　　算　　額

国 民 健 康 保 険 事 業 4,832,883
住 宅 新 築 資 金 等 1,326
地 域 下 水 道 事 業 210,224
公 共 用 地 先 行 取 得 100
介 護 保 険 事 業 5,325,174
後 期 高 齢 者 医 療 898,571

（単位：千円）

収　　入 支　　出

収 益 的 1,092,343 1,088,766
資 本 的 678,580 1,239,501
収 益 的 1,468,147 1,440,848
資 本 的 729,049 1,109,264

２．令和5年度特別会計予算
（単位：千円）

水道事業

公共下水道
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議員名簿（議席番号順） ※ …議長 …副議長

　こばやし　しんいち 　ほりた　　かつや 　たぐち　  よしひろ 　かえだ  　ただゆき   しばた  　よしのぶ

小林 信一 堀田 克也 田口 善大 蛙田 忠行 柴田 芳信
中間クラブ
（無所属）

明政クラブ
（無所属）

中間クラブ
（無所属）

日本維新の会
（日本維新の会）

日本共産党
（日本共産党）

　たぐち　 すみお 　やまもと　しんご 　やすだ　　あけみ  かけだ　　るみこ 　なかお　 じゅんこ

田口 澄雄 山本 慎悟 安田 明美 掛田 るみ子 中尾 淳子
日本共産党

（日本共産党）
明政クラブ
（無所属）

福祉クラブ
（立憲民主党）

公明党
（公明党）

公明党
（公明党）

 あべ 　　いちお 　やまと　　えいじ 　しばた　　こうじ 　しもかわ　としひで 　いのうえ　 たいち

阿部 伊知雄 大和 永治 柴田 広辞 下川 俊秀 井上 太一
公明党

（公明党）
新風クラブ
（無所属）

新風クラブ
（無所属）

創希改
（無所属）

創希改
（無所属）

　なかの　　かつひろ

中野 勝寛
勝友会

（無所属）
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中間市民憲章

わたしたち中間市民は、相互の信頼と協力をもとにして、

調和のとれたまちづくりをめざします。

わたしたち中間市民は、限りない明日への躍進を願い、

ここに“憲章”を定め、わたしたちの心がけとします。

一 きまりを守り 平和で安全なまちをつくります

一 しごとに励み 活気にみちたまちをつくります

一 人をだいじにし 心ゆたかなまちをつくります

一 若い力を育て スポーツと文化のまちをつくります

一 自然を守り 美しいみどりのまちをつくります

福岡県中間市議会事務局

〒809-8501

福岡県中間市中間一丁目１番１号

TEL 093(246)6220（直通）

093(244)1111（代表）

FAX 093(245)0101

E-mail:gikai@city.nakama.lg.jp

mailto:gikai@city.nakama.lg.jp

